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産業廃棄物の自主撤去及び費用拠出について 
 

当社は、1990 年（平成 2 年）頃に当社が排出したと推測される産業廃棄物が、青森県田

子町に不法に投棄されていることについて、青森県に対して当該産業廃棄物の自主撤去等

の申出を行いこれが受理されましたので、ご報告いたします。 

 

・ 2007 年（平成 19 年）から 2010 年（平成 22 年）に青森県が行った原状回復のための

調査のなかで、1990 年（平成 2 年）頃に当社錦工場（現、いわき事業所、福島県いわ

き市）が排出したと推測される産業廃棄物（機能性プラスチックの製造工程上で発生し

た未反応物と推測される内容物がコンクリート被覆されたドラム缶に封入されている

もの）が発見されました。 

・ 青森県からの調査要請に対して当社は全面的に協力してまいりましたが、どのような経

緯で青森県田子町に不法投棄されるに至ったかについては、20 年前のことであり、関

係書類が既に廃棄されているため、調査で明らかにすることはできませんでした。しか

しながら、青森県田子町の皆様をはじめ多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしている

ことについて、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。 

・ 当社は、本件について誠意をもって調査および青森県との話し合いを進めてまいりまし

た。当社は、産業廃棄物に関する社会的要請等、諸般の事情を総合的に勘案し、自主撤

去等（自主撤去及び青森県が負担した費用相当額 30,200,306 円の拠出）の申出を行っ

ておりましたが、10 月 12 日付けで青森県より当該申出を受理するとの連絡を受けてお

ります。 

・ 当社は、今後とも廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の遵守とともに業

務の適正な運用の継続により、企業としての社会的責任を果たしてまいります。 

以上 
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